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司
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行
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日
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研
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築
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支
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の
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・
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潟
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1
9間一-=園

昭

和

十

三

年

度

CJJ 

増

税

汐

見

郎

Z事

珊
制
的
根
本
的
改
置
の
中
止
と
堪
瞬
舗
の
陸
間

我
園
財
政
の
中
心
問
題
は
経
常
財
源
の
榊
加
に
よ
り
同
家
財
政
の
安
全
感
を
確
保
す
る
と
共
に
中
央
地
方
に
泊
や
る
税
制
の
機
構

を
根
本
的
に
改
革
す
る
に
あ
る
。
結
城
財
政
は
前
年
の
通
常
議
合
印
ち
第
七
十
同
帝
閣
議
舎
に
於
て
経
常
財
源
を
確
保
す
る
矯
め
に

増
税
を
断
行
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
中
央
地
方
に
泊
や
る
税
制
の
根
本
的
改
革
は
之
を
後
日
に
残
す
事
と
し
た
の
で
あ
る
。
誌
に
第

七
十
悶
帝
関
議
舎
の
臨
時
租
税
増
徴
法
案
外
五
件
の
委
員
舎
は
衆
議
院
に
於
て
「
臨
時
租
税
増
徴
法
の
適
用
を
昭
和
十
一
一
年
度
比
限

定
し
政
府
は
速
に
官
民
よ
り
成
る
構
成
あ
る
調
査
舎
を
設
け
中
央
地
方
を
泊
や
る
根
本
的
税
制
改
革
を
行
び
特
に
直
接
税
、
間
接
税

の
調
整
を
闘
る
ぺ
し
:
:
:
」
の
附
帯
決
議
を
友
し
、
更
に
貴
族
院
に
於
て
も
希
望
決
議
と
し
て
「
晦
時
租
税
増
徴
法
の
施
行
は
昭
何

十
二
年
度
限
り
之
を
止
め
中
央
地
方
を
通
や
る
枕
制
改
革
案
を
次
の
通
常
議
舎
に
提
出
す
ぺ
し
・
:
・
:
」
と
定
め
た
の
で
あ
る
。

結
城
財
政
に
代
り
た
る
賀
屋
財
政
は
帝
岡
議
舎
の
附
帯
決
議
及
び
希
望
決
議
を
尊
重
一
し
税
制
調
査
舎
を
設
け
中
央
地
方
に
一
過
や
る

昭
和
十
三
年
度
の
容
積

第
四
十
六
巻

二
五
五

第

競

五
五



昭
和
十
三
年
度
の
帯
税

第
四
十
六
位
官

二
主
六

第

銃

五
六

税
制
の
根
本
的
改
革
宏
行
ふ
舎
で
る
っ
た
。
間
ら
や
も
北
支
事
費
が
勃
獲
し
解
散
後
の
特
別
議
人
間
帥
ち
第
七
十
一
同
帝
閥
議
曾
に
取

り
あ
へ
や
北
支
事
件
特
別
税
を
提
出
し
協
賛
を
へ
た
の
で
あ
る
が
、
北
文
事
師
裂
が
文
那
事
務
に
擬
大
す
る
に
及
び
方
針
を
援
更
す
る

に
至
っ
た
。
邸
ち
「
中
央
地
方
を
泊
中
る
税
制
の
改
正
に
何
て
は
政
府
に
於
て
も
之
が
賢
現
を
期
し
来
り
た
る
も
今
回
の
事
費
に
囚

U
我
閲
財
政
経
済
の
諸
一
事
情
は
著
し
き
媛
化
を
興
へ
る
に
五
わ
た
る
を
以
て
斯
る
際
に
於
て
全
般
的
税
制
改
正
を
行
ふ
こ
と
は
慎
重

考
慮
を
要
す
と
認
め
ら
る
」
と
し
素
士
山
を
献
し
て
中
央
地
方
に
過
や
る
税
制
の
根
本
的
改
革
を
吏
に
延
期
す
る
事
と
な
っ
た
ロ

川
山
ふ
に
結
城
財
政
の
府
枚
に
よ
り
経
常
は
阪
の
榊
加
の
目
的
が
一
服
、
法
せ
ら
れ
た
。

浅
さ
れ
た
日
程
は
中
央
地
方
に
泊
す
る
枕
制

の
根
本
的
改
革
を
行
ふ
鴻
め
に
中
央
財
政
よ
り
地
方
財
政
へ
多
少
持
ち
出
さ
ね
ば
な
ら
十
、
そ
れ
だ
け
中
央
財
政
に
於
て
図
税
を
琳

税
ず
る
必
要
が
あ
っ
た
。
然
し
中
央
財
政
と
し
て
は
少
し
で
も
多
〈
の
粧
常
牧
入
を
得
た
い
時
で
あ
り
従
て
地
方
財
政
に
経
常
収
入

を
割
愛
す
る
徐
裕
が
な
く
た
る
の
で
あ
り
、
誌
に
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
書
旦
億
闘
は
北
(
ま
、
と
し
て
置
い
て
そ
れ
以
上
に
は
地
方
財

政
を
救
済
し
た
い
事
と
た
っ
た
。
山
地
に
結
城
財
政
が
最
初
に
考
へ
て
ゐ
た
「
地
方
税
軽
減
の
た
め
の
幣
税
一
で
た
〈
友
っ
て
「
闘
税
楠

加
の
矯
め
の
増
税
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二

一
般
曾
計
に
於
け
る
税
制
整
理

増
税
を
行
ふ
に
際
し
機
械
的
に
税
率
を
引
上
げ
る
方
法
が
最
も
多
く
用
ひ
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
現
行
税
制
が
完
全
去
る
も
の
で

あ
る
事
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。
現
行
税
制
の
凸
凹
が
明
ら
か
で
あ
る
際
に
税
率
を
引
上
げ
る
と
負
捨
の
不
均
衡
を
袋
身
大
た
ら

し
め
る
か
ら
で
る
る
。
誌
に
「
粗
税
牧
入
の
増
減
を
同
る
を
主
意
と
せ
宇
に
従
来
懸
案
と
な
り
或
は
考
究
せ
ら
れ
し
も
の
に
し
て
此



際
に
改
疋
を
行
ふ
を
池
山
品
と
す
る
事
項
に
つ
き
各
税
に
わ
た
り
部
分
的
改
正
を
試
み
る
」
事
と
-
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
に
租
税
牧
入
の
増
減
宇
一
胤
一
る
を
主
意
と
せ
や
第
二
は
従
来
懸
案
と
友
り
或
は
考
究
せ
ら
れ
し
も
の
に
し
て
こ
の
際
に
改
E
を

行
ふ
を
趨
営
と
す
る
と
い
ふ
二
つ
の
保
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
所
得
税
と
相
続
税
と
登
録
税
と
酒
税
と
が
皐
げ
ら
れ
て
ゐ
る
事
は

昭
和
十
二
年
十
一
月
の
本
誌
に
於
て
説
明
し
た
駄
で
あ
る
。

第
一
の
傑
件
は
租
税
牧
入
の
榊
減
を
は
か
る
事
を
主
意
と
し
な
い
事
で
あ
る
。
試
み
に
昭
和
十
三
年
度
一
般
合
計
預
算
案
に
示
さ

れ
て
ゐ
る
租
税
収
入
を
昭
和
十
二
年
皮
の
そ
れ
と
比
較
し
て
第
一
去
を
得
た
の
で
あ
る
。
総
噛
成
算
の
歳
入
経
常
部
に
掲
げ
て
あ
る

と
政
入
臨
時
部
の

一
ー
組
税
L

と
「
印
紙
牧
人
の
一
一
一
分
の
ご
一
(
資
鋭
校
と
印
紙
税
と
の
推
定
」
と
「
専
賀
川
盆
金
」
(
焼
事
消
費
税
の
推
定
)

~I~ 

「
臨
時
利
得
税
」
と
を
合
計
し
て
次
の
捗
ア
を
得
た
の
で
あ
る
。

ヨI:~

附
利
ぃ
二
件
伎
十
一
二
平
反
凶
税
収
入
珠
算

i
-
'
;
1
J
 

F
山
円
叶

U
V
4
1
凪
即
、

て

租

枕

一

所

枕

地

租

晶

官

業

牧

盆

稔

費

本

利

子

税

法

人

資

本

税

柑

綾

稔

鏡

業

税

外
貨
債
特
別
役

酒

税

清

涼

飲

料

税

千早

昭
和
十
一
一
一
年
度
内
噌
税 2 昭

平iI
て i十
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四
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主五

七

五
七

第
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昭
和
十
三
年
度
白
骨
税

第
四
十
六
巻

二
五
八

第

披

五
一
八

か
く
て
昭
和
十
三
年
度
の
岡
税
負
携
は
十
八
億
千
二
百
蔦
闘
に
し
て
昭
和
十
二
年
度
の
十
六
億
百
寓
園
よ
り
二
億
千
百
寓
闘
を
増

し
て
ゐ
る
。
然
し
之
は
自
然
増
収
及
び
臨
時
租
税
増
徴
法
の
卒
年
化
の
結
果
で
あ
っ
て
所
得
税
、
相
績
税
、
登
録
税
、
酒
税
の
改

E

の
結
果
は
殆
ん
ど
影
響
し
て
ゐ
た
い
の
で
あ
る
。
郎
ち
一
般
合
計
の
税
制
整
理
が
昭
和
十
三
年
度
の
図
税
牧
入
に
影
響
す
る
所
は
第

二
一
次
の
示
す
如
く
?
あ
る
。

第

n 表

税
制
整
理
に
伴
ふ
財
政
牧
入
の
噌
減

第
二
表
の
一
不
す
が
如
〈
初
年

所

f皐

続

九 o と

六三九 三|尚

己九四五|街l

三三 o 0 i 

四五 O 四rq

|科

I FI 

11日

|ム'
l減

! ~買

山
肢
に
於
て
は
』
部
f
h一
減
散
を
見
る

租

続

相

績ー

税

一
二
三
、
八
一
一
元
一

の
で
あ
る
が
、
次
年
度
、
平
年

印

事正

牧

A 

L込

、

一八
O
、
四
九
九

度
に
て
は
多
少
の
増
牧
を
賓
ら

管

業

収

谷

続

臨

時

利

符

税

四

0
0

す
の
で
あ
る
白

費

本

利

子

検

差

ヨI

ζ， 

九
六
、
五
九
五

明
第
二
の
僚
件
た
る
従
来
懸
案

と
な
り
或
は
考
究
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
し
て
此
の
際
比
改
正
を
行
ふ
を
遁
営
と
す
る
事
項
で
る
る
が
そ
の
程
度
を
決
定
す
る
事
は
頗

る
困
難
で
あ
る
。
例
へ
ば
第
二
種
所
得
の
綜
合
課
税
の
問
題
と
か
臨
時
利
得
税
の
基
準
年
度
を
改
め
る
問
題
と
か
沼
税
の
庫
出
税
の

問
題
と
か
は
ど
う
し
て
も
全
般
的
改
正
と
な
り
こ
の
際
に
改
正
を
行
ふ
を
不
適
営
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。

第
三

臨
時
軍
事
費
特
別
曾
計
の
財
源
と
増
韓

我
財
政
は
一
般
人
前
首
計
の
外
に
多
数
の
特
別
舎
計
を
有
す
る
の
が
特
色
で
る
る
。

一
昨
年
ま
で
は
特
別
合
計
の
数
が
三
十
四
で
る
。



た
が
、
第
七
十
問
帝
閣
議
舎
に
森
林
火
災
保
険
、
付
加
筒
安
定
施
設
、
漁
船
再
保
険
の
三
特
別
合
計
が
加
は
り
、
第
七
十
一
阿
帝
閣
議

舎
に
は
金
資
金
特
別
舎
計
が
加
は
り
、
第
七
十
二
同
帝
園
議
舎
に
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
が
設
け
ら
れ
合
計
三
十
九
の
特
別
合
計
が

あ
る
。
従
て
我
財
政
は
、

一
般
合
計
の
み
を
以
て
抗
一
冊
や
る
事
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

此
等
三
十
九
特
別
命
日
計
の
中
で
金
額
の
上
に
於
て
も
性
質
の
上
に
於
て
も
最
も
重
要
な
る
も
の
は
臨
時
軍
事
費
特
別
舎
計
で
あ
っ

て
次
の
根
城
法
現
を
有
し
て
ゐ
る
。

第
一
様
支
那
事
饗
品
開
ス
ル
臨
時
軍
事
費
ノ
曾
計
ハ
一
般
ノ
歳
入
歳
出
ト
匝
分
シ
事
件
ノ
終
局
マ
デ
ヲ
舎
計
年
度
ト
シ
テ
特
別
-
一
之
ヲ
整
理
ス

第
二
憐
一
般
合
計
一
一
局
ス
ル
限
海
軍
省
所
背
ノ
北
支
事
件
費
及
大
破
省
所
管
ノ
北
支
事
件
第
一
一
嫌
備
金
並
ニ
其
ノ
財
源
二
允
ツ
ベ
キ
歳
入
ハ
之
ヲ

本
A

即
日
計
二
穆
シ
整
瑚
ス

晴
し
て
臨
時
軍
事
賀
換
算
士
し
亡
は
消
包
十
二
悶
帝
凶
議
舎
に
二
十
倍
一
一
手
士
二
日
円
高
闘
の
印
紙
噛
河
川
和
計

t
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、

2日

十
一
同
帝
闘
議
舎
を
通
過
し
た
る
一
般
人
留
日
計
に
属
す
る
経
費
の
中
で
一
部
分
を
本
舎
計
に
移
す
と
第
三
表
を
得
る
事
が
出
来
る
。

入

向
、
臨
時
軍
事
費
特
別
合

第
三
表

改
算
し
た
る
臨
時
草
事
費
特
別
合
計

歳

歳

出

社
の
合
計
年
度
は
事
件
の
終

第
一
款

軍

資

金

第

設

臨

時

軍

事

費

、五一充、八七九、四一一
4

局
ま
で
と
在
っ
て
ゐ
る
か
ら

第

項

軍

主奇

金

エ、一吾一品、八七九、回一一人

第

項

陣
草
臨
時
軍
事
費

一、七一一一五、八二一、口日担

今
後
の
歳
入
歳
出
は
専
ら
治

第

項

海
軍
臨
時
軍
事
費

国五回、{〕一夫、一丈一

第

項

E量

備

費

三一品口、{〕ロロ、口口
A

〕

加
珠
算
と
し
て
要
求
せ
ら
れ

る
事
と
友
る
3

唱
和
十
三
年
度
一
般
舎
計
預
算
は
二
十
八
億
六
千
七
百
七
十
九
高
聞
に
上
り
、
昭
和
十
二
年
の
改
算
珠
算
(
昭
和
十
二
年
度
橡
算

昭
和
十
三
年
度
の
噌
税

第
四
十
六
巻

王王

ブb

第

競

主王

プし



昭
和
十
三
年
度
の
宥
稔

第
四
十
六
巻

告再

就

六
O

に
於
て
臨
時
軍
事
受
特
別
合
計
に
移
し
裳
四
せ
ら
る
べ
き
歳
入
歳
出
を
計
上
せ
ざ
り
し
揚
合
の
歳
入
歳
出
金
制
守
一
計
算
し
た
る
も

プて

O 

(l) 

よ
り
七
千
六
百
八
十
九
高
闘
少
い
の
で
あ
る
。
特
に
陸
軍
省
費
(
経
常
部
に
で
五
千
二
百
二
高
陶
減
、
臨
時
部
に
て
一
億
千
百

六
十
五
高
闘
減
)
海
軍
省
費
(
経
常
部
に
て
千
九
百
四
十
二
高
闘
培
、
臨
時
部
に
て
こ
千
六
百
二
寓
闘
減
)
が
前
年
よ
り
少
〈
我
等
の

常
識
を
裏
切
る
の
で
あ
る
。
ζ

れ
は
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
に
吸
収
せ
ら
れ
で
ゐ
る
経
費
が
相
営
絹
に
上
る
事
を
一
不
す
も
の
?
あ
る
。

以
上
は
専
ら
歳
出
に
つ
い
て
論
じ
た
の
で
あ
る
が
、
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
に
移
し
整
理
せ
ら
る
べ
き
歳
入
と
し
て
北
支
事
件
特

ー
ト
4
E
》

L

E
私
泊
主
主

オ
小

ιh州
き
北
十
・
活
を
わ
し
て
ゐ
る
引

第

立;

JlIJ 

税

四

表

ヰi

1'1' 

特

北

珠

1平

校

一
(
イ
)
第
一
種
所
得
特
別
殺

一
(
ロ
)
第
二
種
所
符
特
別
殺

一
(
ニ
第
一
二
精
所
得
特
別
検

二
、
臨
時
利
符
特
別
税
一

(
イ
)
訟
人
臨
時
利
得
特
別
税

(
ロ
)
偶
人
臨
時
利
得
特
別
稔

=

一

、

利

盆

配

常

特

別

税

一

剥

盆

配

常

特

別

続

四
、
公
債
次
枇
債
利
子
特
別
殺
一
公
債
及
枇
債
利
子
特
別
税

五

、

物

品

特

別

校

一

物

品

特

別

税

六

、

合

計

一

日刀
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得

Jllj 

一五、回六四一
九
口
主

一J
一豆

z四
、
九
九
且

邸
ち
我
園
税
と

し
て
は
一
般
合
計

に
M
泊
す
る
も
の
の

外
に
臨
時
軍
事
費

特
別
曾
計
に
回
却
す

る
北
支
事
件
特
別

税
を
考
へ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
従
て
増
税

を
行
ふ
揚
合
に
も

一
般
曾
計
に
於
て
基
本
税
法
及
び
臨
時
租
税
増
徴
法
を
母
艦
と
し
て
増
税
し
そ
の
増
徴
額
を
臨
時
軍
事
費
特
別
曾
計
に
繰
入
れ
る
方



法
と
、
臨
時
軍
事
費
特
別
曾
計
に
於
て
北
支
事
件
特
別
枕
を
母
様
と
し
て
行
ふ
方
法
と
の
二
つ
に
分
れ
る
の
で
あ
る
。
臨
時
軍
事
費

特
別
曾
計
に
於
て
増
税
を
行
ふ
方
法
は
政
治
的
に
は
極
め
て
容
易
な
る
方
法
で
-
あ
る
が
、
技
術
的
に
見
て
又
長
期
抗
戦
に
魔
ず
る
駈

か
ら
見
て
も
一
般
曾
計
に
於
て
増
税
し
そ
の
増
徴
額
を
臨
時
軍
事
費
特
別
舎
計
の
財
源
と
し
て
繰
入
れ
る
方
が
優
っ
て
ゐ
る
。

新
聞
紙
の
停
ふ
る
鹿
を
綜
合
す
る
に
牧
得
税
系
統
に
於
て
三
億
闘
を
増
し
、
流
通
税
及
消
費
税
系
統
に
於
て
一
億
闘
を
増
す
ゃ
う

で
あ
る
。
尤
も
北
支
事
件
持
別
枕
一
億
闘
を
合
ん
だ
話
で
あ
り
北
支
事
件
特
別
税
は
収
得
税
系
統
九
千
島
闘
で
あ
り
、
流
通
税
消
費

続
系
統
が
千
市
内
闘
で
あ
る
か
ら
之
を
差
引
い
て
計
箆
す
る
と
、
牧
得
税
系
統
も
一
倍
干
高
閥
、
流
通
枕
泊
費
ぬ
系
統
も
九
千
寓
聞
と

な
り
・
耐
授
は
的
ん
ど
悶
'
矧
と
な
る
の
で
あ
る
。
日
投
で
示
す
と
次
の
如
〈
に
な
る
。

¥
(
イ
)
北
来
事
件
特
別
舵
内
中
利
(
仕
間
山
市
特
別
殿
、

公
憤
北
び
枇
慣
利
子
特
別
院
を
仔
仕
す

(
ロ
)
所
得
慌
に
つ
い
て
は
第
一
同
と
第
一
一
一
悼
と
を
増
徴
す

(
ハ
)
法
人
資
本
枕
を
柑
徴
ナ

(
ニ
)
臨
時
利
得
稔
は
従
来
の
息
準
年
度
昭
和
四
、
五
、
六

年
内
他
に
更
に
昭
和
九
、
十
、
十
一
の
某
準
年
度
を

設
〈

(
ホ
)
脅
業
牧
盆
税
に
つ
い
て
は
卓
件
に
よ
り
悪
影
響
を
受

け
た
る
管
業
者
に
謝
し
て
は
之
を
鞘
品
川
す

;古流
費l
役;凶
<' 一小
統役

一一一~戸ホ ニハロイ

し入し北樟砂 Jr;1
き場酒文護持引
系科 1領事 泊泊所
続税、作検費 1誌
を 、 マ特ーを科try I 
作 住 ヅ J lIJ 帯を税
る 宅 チ 稔 徴年せを

初等中す桂I噌
築にの す徴
捻も物 す
、 課

i国税
1Tナ
枕
等
の
新
ら

以
上
新
聞
紙
上
を
通
じ
て
公
に
せ
ら
れ
た
る
要
項
を
根
球
と
し
て
批
評
を
す
』
め
た
い
の
で
あ
る
。

第
四

増
税
に
闘
す
あ
批
判

我
園
現
時
の
財
政
が
経
常
財
源
を
豊
富
に
せ
・
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
事
は
何
人
も
異
論
の
た
い
庭
で
あ
ら
う
。

そ
の
目
標
は
経
常
費

昭
和
十
三
年
度
の
帯
稔

第
四
十
六
巻

六

ー』ノ、

策

強



昭
和
十
三
年
度
の
帯
稔

第
四
十
六
各

占/、

第

量主

ノ、

は
少
〈
と
も
経
常
牧
入
を
以
て
支
排
す
べ
し
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
従
て
経
常
牧
入
増
加
の
長
低
限
は
経
常
費
増
加
の
程
度
た
り
と
い

ふ
事
が
出
来
る
。
仰
を
経
常
費
と
い
ひ
何
を
経
常
牧
入
と
い
ふ
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
分
れ
る
鹿
で
あ
る
が
、
筆
者
同
最
低
限
五
億

闘
経
常
収
入
を
増
さ
ね
ば
友
ら
ね
と
信
じ
て
ゐ
る
。
停
ふ
る
庭
に
よ
る
と
外
地
特
別
命
日
計
と
企
業
特
別
舎
計
と
よ
り
約
一
倍
闘
の
繰

入
れ
を
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
に
行
ム
ゃ
う
で
あ
る
。
金
額
は
い
さ
L

か
小
き
ま
に
失
す
る
や
う
で
あ
る
が
、
様
入
れ
な
き
よ
り
は

結
構
で
ち
る
。
臨
時
的
の
繰
入
と
い
は
れ
て
ゐ
る
が
、
願
は
〈
ば
経
常
的
の
繰
入
れ
と
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
経
常
牧

入
増
加
最
低
限
五
倍
闘
が
四
億
悶
と
な
っ
て
〈
る
。
政
府
は
三
倍
問
閣
内
外
の
品
川
円
枕
左
見
込
ん
で
ぬ
る
が
自
然
栴
収
そ
の
他
を
加
へ
で

四
億
闘
と
危
る
か
も
知
れ
た
い
か
ら
先
づ
筆
者
の
最
低
限
の
増
税
額
に
は
達
す
る
わ
け
で
る
る
。
第
一
表
に
示
し
た
如
〈
、
我
園
の

国
税
は
十
八
億
閏
に
上
り
図
税
と
地
方
税
と
を
合
計
す
る
と
二
十
四
億
閣
と
友
る
。
従
っ
て
=
一
億
闘
の
増
税
は
八
分
の
一
の
増
税
で

あ
り
、
四
億
閣
の
増
税
は
六
分
の
一
の
増
税
で
あ
る
。
八
分
の
一
又
は
六
分
の
一
の
増
税
は
図
民
所
得
と
我
図
の
現
欣
よ
り
見
て
最

誌

マ

ム

オ

ヴ

ヰ

マ

ル

マ

ク

シ

マ

ム

低
限
の
埼
税
で
あ
る
。
決
し
て
最
高
能
限
の
増
設
で
は
た
い
。
況
ん
や
最
高
限
の
増
税
で
友
い
。

戦
時
増
税
を
行
ふ
に
あ
た
り
草
に
増
牧
を
あ
げ
る
と
い
ふ
外
に
三
つ
の
目
標
を
考
へ
て
治
く
必
要
が
あ
る
。

一
つ
は
戦
時
に
利
証

し
た
る
人
に
重
く
負
携
せ
し
め
、
戦
時
に
損
失
を
受
け
た
人
に
減
税
を
行
ふ
事
で
あ
る
。
戦
争
は
図
民
が
そ
の
能
力
に
雁
じ
或
は
労

カ
或
は
財
力
に
よ
り
園
家
に
奉
仕
す
る
時
で
あ
る
か
ら
と
の
目
標
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
第
二
は
図
民
患
っ
て
負
捨
す
ぺ
き
事
で
あ

る
。
即
ち
富
め
る
も
貧
し
き
も
例
外
な
く
園
費
の
負
携
に
あ
た
る
事
で
あ
る
。
但
し
所
調
大
衆
課
税
の
批
難
を
少
〈
ず
る
必
要
が
あ

る
。
第
三
は
経
済
政
策
と
歩
調
を
合
せ
る
必
要
が
あ
る
。
荒
し
戦
時
鶴
制
に
於
て
は
財
政
と
経
済
と
が
極
め
て
密
接
な
る
闘
係
を
保

つ
必
要
が
る
る
か
ら
、
経
済
政
策
を
裏
切
る
が
如
き
租
税
政
策
を
と
っ
て
は
友
ら
な
い
。



先
づ
牧
得
税
系
統
に
つ
い
て
見
る

J

臨
時
利
得
税
に
改
疋
を
加
へ
利
谷
配
常
特
別
枕
を
存
置
し
営
業
牧
盆
税
に
減
税
を
行
っ
た
の

は
恰
も
第
一
の
目
標
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
臨
時
利
得
税
の
基
準
年
度
を
二
重
に
必
〈
事
は
税
法
を
複
雑
た
ら
し
め
る
も

の
で
あ
っ
て
、
巧
妙
在
る
立
法
を
必
要
と
す
る
。
所
得
税
の
第
二
種
を
据
置
と
し
た
の
は
闘
伎
の
消
化
を
は
か
る
目
的
に
出
で
こ
の

際
己
む
を
得
・
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
時
局
の
終
了
と
共
に
更
に
改
E
h
z
加
へ
る
必
要
が
あ
る
。
所
得
税
の
発
税
賠
の
引
下
は
第
二
の

目
標
よ
り
首
然
行
ふ
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
戦
時
税
と
し
て
最
も
趨
首
し
た
財
源
は
財
産
税
で
る
る
が
、
我
問
闘
で
は
個
人
財
産
税
が

友
き
た
め
法
人
資
本
院
を
榊
加
す
る
事
と
な
っ
た
。

流
通
枚
消
費
税
系
統
に
於
て
部
設
納
税
を
増
徴
し
た
の
は
燃
料
政
策
か
ら
出
て
ゐ
る
。
北
支
事
件
特
別
税
訟
中
の
物
品
特
別
税
は

百川
l
k
t
キ
l

A

U
え

V
へ
l
l
才
ω

こ
ち
'
h
h
r
L
J
-
L
r
3
h
T
J
4
，r
J

一

一

/

〉

b
r
↑
2
宅
J
i
t
-
-れ

F一
二
一
〉
一
二
・
、
j
〉
后
ヨ
主
定

:
l
-
4
L
F
〉
〉
戸
ご
う

J

通
〉
、

円
一
ロ
ト
ト
一
自
4
J
r
J
R
V
ド
J
寸
主
[
司

i

戸
「
叶
昨
日
外
語
ユ

7
5
4オプ
Mrv
町
民
日
守
山

2
1
1
4〕
功
ノ
J

f

d
与
-
軍
司
G
J
A
-
-
F
d
c
f
d

円

1
d
P
7国
C

弓7
(j) 

課
枕
口
問
目
を
抜
張
し
た
事
は
過
渡
期
の
施
設
と
し
て
首
然
で
あ
る
。
酒
類
は
多
分
庫
川
し
の
時
に
課
税
す
る
事
と
友
り
、
清
酒
に
於

て
は
池
石
税
と
裁
合
す
る
事
と
な
る
。
然
し
初
年
度
よ
り
肘
牧
を
資
ら
す
鴻
め
に
は
巳
む
を
得
な
い
事
で
あ
り
、
之
を
動
機
と
し
て

清
酒
庫
出
税
賓
現
の
気
運
が
竣
成
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
通
行
税
は
三
十
キ
ロ
以
下
の
=
一
等
に
免
税
す
る
か
ら
所
謂
犬
衆
課
税

の
批
雄
知
は
少
く
在
る
告
で
る
る
。
入
場
料
税
、
住
宅
新
築
稔
は
時
節
柄
極
め
て
油
切
と
は
考
へ
ら
れ
る
が
、
入
揚
料
税
は
府
螺
税
雑

種
枕
の
観
覧
税
と
闘
係
し
住
宅
新
築
税
は
府
勝
税
雑
種
税
の
不
動
産
取
得
税
と
関
係
し
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る

必
要
が
あ
る
。
尚
住
宅
新
築
税
が
防
空
施
設
を
阻
害
す
る
と
か
住
宅
難
を
資
ら
す
と
か
家
賃
を
引
上
げ
る
と
か
弊
害
を
資
さ
な
い
様

に
す
る
必
要
が
あ
る
。

要
す
る
に
賀
屋
財
政
の
提
案
せ
ん
と
す
る
昭
和
十
三
年
度
の
増
税
は
新
聞
紙
の
停
ふ
る
庭
に
よ
れ
ば
金
額
に
於
て
最
低
限
で
あ
れ
ツ

昭
和
十
一
一
一
年
度
の
靖
税

第
四
寸
大
谷

~ 

ノ、

第

披

~ 
ノ、



昭
和
十
三
年
度
の
槍
税

第
四
十
六
巻

二
六
四

第

就

ノ、

四

税
目
に
於
て
無
難
の
も
の
で
あ
る
。
但
し
基
本
税
法
の
外
に
臨
時
租
税
増
徴
法
あ
り
、
北
支
事
件
特
別
税
の
遺
物
が
あ
り
、
複
雑
を

極
め
、
税
法
の
専
門
家
に
非
ゃ
ん
ば
之
を
理
解
し
難
く
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
然
し
資
際
に
議
命
日
に
提
案
せ
ら
る
L

増
税

案
な
る
も
の
は
此
等
の
批
難
を
消
ず
に
足
る
も
の
と
信
じ
て
ゐ
る
。
街
地
租
、
替
業
牧
徒
税
、
入
場
料
税
、
住
宅
新
築
税
等
に
関
聯

し
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
を
一
億
闘
よ
り
一
応
二
三
千
寓
闘
に
増
傾
ず
る
と
侍
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
地
方
財
政
が
困
難
を
感
十
る
が
ま

ま
に
補
給
余
を
増
し
て
行
〈
と
い
ふ
制
度
は
感
心
し
た
も
の
で
な
く
、
卒
者
は
夙
に
こ
の
趨
勢
の
来
る
べ
青
を
祭
し
地
方
財
政
調
繋

交
付
余
制
且
肢
を
確
立
し
て

ωτ
中
央
地
方
陀
通
十
る
税
制
の
嶋
本
的
改
革
を

E
張
し
て
ゐ
た
の
合
あ
る
。
然
し
山
中
九
地
方
に
泊
中
お

税
制
の
根
本
的
改
革
を
行
は
友
い
立
前
と
し
て
増
税
を
断
行
せ
ん
と
せ
ば
次
善
の
策
と
し
て
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
を
増
額
す
る
の

も
己
む
を
得
た
い
庭
で
あ
る
。

税
制
は
他
の
枇
入
管
制
度
と
同
じ
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
導
か
れ
て
「
作
ら
れ
る
」
よ
り
も
、
寧
ろ
一
必
要
に
際
じ
て
「
出
来
上
る
」
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
と
に
税
制
の
進
歩
が
行
は
れ
る
の
を
常
と
す
る
。
と
の
意
味
に
於
て
昭
和
十
三
年
度
の
増
税
は
蓋
し
巳
む
を
得
た
い
も

の
と
信
や
る
。
勿
論
、
な
る
べ
く
早
い
機
合
同
に
中
央
地
方
に
過
や
る
検
制
の
根
本
的
改
革
を
行
び
‘
以
て
非
常
時
立
法
の
不
備
を
補

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
之
筆
者
が
昭
和
十
三
年
度
の
増
税
を
僚
件
付
に
肯
定
す
る
所
以
で
あ
る
。


